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口市
地
域
経
済
振
興
課

市
内
に
本
社
が
あ
る
法
人
ま
た

は
、
市
内
に
住
所
が
あ
る
個
人
の

施
工
業
者
を
利
用
し
て
、
住
宅
の

改
修
な
ど
を
行
う
場
合
に
、
そ
の

経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
こ

の
制
度
は
、地
域
経
済
の
活
性
化
、

居
住
環
境
の
向
上
、
定
住
人
口
の

増
加
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
し
て

い
ま
す
。

対
象
工
事　

次
の
①
〜
③
を
全
て

満
た
し
て
い
る
工
事

①
「
増
築
、
改
築
、
修
繕
等
の
工

事
」「
下
水
道
工
事
」「
外
構
工

事
」「
防
犯
対
策
工
事
」「
省
エ

ネ
対
策
工
事
」
の
い
ず
れ
か
の

工
事
（
新
築
工
事
お
よ
び
新
築
工

事
と
併
せ
て
行
う
工
事
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
）

②
平
成
28
年
度
中
の
工
事
（
４
月

１
日
以
降
に
着
工
し
、
平
成
29
年
３

月
31
日
ま
で
に
完
了
す
る
工
事
）

③
助
成
対
象
工
事
の
経
費
が
20
万

円
以
上
（
消
費
税
を
含
む
）
の
工

事
※
対
象
と
な
る
工
事
に
つ
い
て
、

本
事
業
と
併
せ
て
、
他
の
補
助

（
国
・
県
や
彦
根
市
）
を
受
け
る

場
合
、
他
の
補
助
の
対
象
と
な

る
経
費
は
、
助
成
対
象
経
費
か

ら
外
し
ま
す
。
事
前
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
本
事
業
の
「
手
引

き
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
手

引
き
」
は
、

地
域
経
済
振
興

課
（
市
役
所
３
階
）、
支
所
、
各

出
張
所
で
配
布
す
る
ほ
か
、
彦

根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す
。

対
象
住
宅　

市
内
の
住
宅
。
た
だ

し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合

住
宅
は
自
己
所
有
部
分
の
み

が
、
店
舗
な
ど
の
併
用
住
宅
は

居
住
部
分
の
み
が
対
象
で
す
。

事
務
所
や
店
舗
、
賃
貸
ア
パ
ー

ト
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

申
請
要
件　

次
の
①
〜
④
を
全
て

満
た
す
こ
と
。

①
申
請
者
は
、
申
請
す
る
市
内
の

住
宅
に
居
住
し
、
そ
の
場
所
に

住
民
登
録
を
し
て
い
る
こ
と

②
申
請
す
る
住
宅
（
外
構
工
事
の
場

合
は
、
そ
の
住
宅
の
敷
地
を
含
む
）

は
、
申
請
者
ま
た
は
そ
の
２
親

等
内
の
親
族
が
所
有
し
て
い
る

こ
と

③
申
請
者
は
、
申
請
時
に
お
い
て

市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

④
申
請
す
る
住
宅
（
そ
の
住
宅
の
敷

地
を
含
む
）
に
係
る
固
定
資
産

税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

▼
助
成
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
同

一
の
住
宅
、
同
一
の
敷
地
内
お

よ
び
同
一
人
に
対
し
て
１
回
限

り
で
す
。

▼
対
象
と
な
る
住
宅
お
よ
び
土
地

が
共
有
名
義
で
も
、
複
数
人
に

よ
る
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ

ん
。

▼
旧
制
度
の
「
彦
根
市
緊
急
経
済

対
策
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事

業
」
と
「
彦
根
市
経
済
活
性
化

対
策
住
宅
改
修
等
促
進
事
業
」

を
利
用
し
た
人
も
、
助
成
を
受

け
ら
れ
ま
す
。

▼
個
人
の
施
工
業
者
が
自
ら
の
住

宅
の
改
修
等
を
行
う
場
合
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

助
成
額　

①
助
成
対
象
工
事
経
費
の
10
％

で
、
最
高
10
万
円
（
千
円
未
満

は
切
り
捨
て
）

②
次
の
い
ず
れ
か
の
世
帯
に
該
当

す
る
場
合
は
、
助
成
工
事
経
費

の
15
％
で
、
最
高
15
万
円
（
千

円
未
満
は
切
り
捨
て
）

移
住　

平
成
27
年
４
月
１
日
か

ら
交
付
申
請
日
ま
で
に
彦
根

市
外
か
ら
彦
根
市
に
転
入

し
、
居
住
を
継
続
し
て
い
る

新
婚　

平
成
27
年
４
月
１
日
以

後
に
婚
姻
の
届
出
を
し
、
交

付
申
請
日
に
同
居
し
て
婚
姻

を
継
続
し
て
い
る

子
育
て　

交
付
申
請
日
に
中
学

生
以
下
の
人
が
同
居
し
て
い

る
三
世
代
同
居　

交
付
申
請
日
に

親
・
子
・
孫
な
ど
の
三
世
代

以
上
が
同
一
の
敷
地
内
に
居

住
し
て
い
る

※
各
世
帯
と
も
世
帯
全
員
が
住

民
登
録
し
、
同
居
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

申
込
方
法　
「
第
１
回
事
前
申
し

込
み
」　

地
域
経
済
振
興
課
、

支
所
、
各
出
張
所
に
あ
る
「
事

前
申
込
書
」
に
必
要
事
項
を
書

い
て
、

地
域
経
済
振
興
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書

は
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　
　

申
込
者
が
多
数
の
場
合
は
、

予
算
の
範
囲
内
で
抽
選
を
行
い

ま
す
。
当
選
者
に
は
、「
助
成

候
補
者
決
定
通
知
書
」
と
交
付

申
請
の
方
法
を
明
記
し
た
「
助

成
金
交
付
申
請
の
案
内
」
を
、

落
選
者
に
は
「
落
選
通
知
書
」

を
そ
れ
ぞ
れ
５
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。

受
付
期
間
（
第
１
回
）

４
月
１
日
㈮
〜
５
月
13
日
㈮

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
「
第
２
回
事
前
申
し
込
み
」
は
、

９
月
１
日
㈭
か
ら
予
定
し
て
い

制
度
一
新　
「
住
も
う
よ
！ 

ひ
こ
ね
」リ
フ
ォ
ー
ム
事
業　

市
内
業
者
で
施
工
す
る
リ
フ
ォ
ー
ム
の

経
費
を
一
部
助
成
し
ま
す

ま
す
。
詳
し
く
は
、
広
報
ひ
こ

ね
９
月
１
日
号
に
掲
載
し
ま

す
。

留
意
事
項　

事
前
申
し
込
み
を
す

る
人
は
、
当
選
に
備
え
、
工
事

前
に
、
本
事
業
の
「
手
引
き
」

を
ご
確
認
の
上
、
必
要
書
類
を

準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
書

類
が
不
足
す
る
場
合
は
、
申
請

を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
特
に
、
工
事
前
に
工
事

箇
所
の
詳
細
な
写
真
を
撮
影
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

地
域
経
済
振

興
課
☎
30-

６
１
１
９
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
24-

９
６
７
６
番
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

し
く
み
～
安
定
し
た
制
度
で
、

高
齢
者
医
療
を
守
る
た
め
に
～

口市
保
険
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
都

道
府
県
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
「
広

域
連
合
」
が
運
営
し
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
に
は
、　

75
歳
以
上

の
人
と
、
一
定
以
上
の
障
害
に
よ

り
認
定
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
人

が
加
入
し
て
い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
人
（
被
保
険
者
）
の
医
療

費
の
財
源
は
、
次
の
と
お
り
国
民

全
体
で
支
え
合
っ
て
い
ま
す
。

▼
公
費
（
国
・
県
・
市
町
村
が
負
担
す

る
お
金
）
約
５
割

▼
支
援
金（
75
歳
未
満
の
人
が
負
担
す

る
お
金
）　

　

約
４
割

▼
被
保
険
者
が
納
め
る
保
険
料

　

約
１
割

医
療
費
は
、
高
齢
化
の
進
行
や

医
療
の
高
度
化
に
よ
り
、
年
々
増

加
し
て
い
ま
す
。
医
療
費
の
増
加

は
、
こ
の
制
度
の
財
政
を
圧
迫
し
、

皆
さ
ん
に
ご
負
担
い
た
だ
く
保
険

料
の
増
額
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

限
り
あ
る
財
源
を
有
効
に
活
用

す
る
た
め
に
、
適
正
な
受
診
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

４
月
か
ら
入
院
時
の
食
事
代
の
自

己
負
担
額
が
変
わ
り
ま
す

　

４
月
１
日
㈮
か
ら
、
入
院
時
の

食
事
代
の
自
己
負
担
額（
標
準
負
担

額
）
が
１
食
に
つ
き
３
６
０
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
、指
定
難
病

患
者
）
は
、
現
行
の
負
担
額
で
据

え
置
か
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課

☎
30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番
、
滋
賀
県
後

医療機関に
かかるときのマナー

～心がけましょう 適正受診～

▶同じ病気で、複数の医療機関
を必要以上に受診するのは、
できるだけ控えましょう。検
査や投薬を重複して受ける
ことにより、かえって体に悪
影響を与える可能性があり
ます。

▶後発医薬品（ジェネリック医薬
品）は、新薬と同等の効能を
持ち、費用もおおむね安く済
みますので、医療機関や調剤
薬局で相談してみましょう。

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
☎
０

７
７-

５
２
２-

３
０
１
３
番

平
成
28
・
29
年
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料

口市
保
険
料
課

医
療
費
に
見
合
う
保
険
料
収
入

を
確
保
し
、
制
度
の
健
全
な
運
営

を
維
持
す
る
た
め
、
４
月
１
日
㈮

か
ら
保
険
料
率
を
改
定
し
ま
す

（
左
表
）。

ま
た
、
所
得
が
低
い
人
の
保
険

料
の
均
等
割
額
（
被
保
険
者
全
員
が

等
し
く
負
担
す
る
保
険
料
）の
軽
減
の

範
囲
を
拡
大
し
ま
す
。

保
険
料
額
の
通
知
は
７
月
中
旬

に
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
料
課
☎

30-

６
１
４
５
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番
、
滋
賀
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
☎
０
７
７

-

５
２
２-

３
０
１
３
番

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
ひ
こ
ね
３
月
15
日
号
に

次
の
と
お
り
誤
り
が
あ
り
ま
し

た
。
お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

①
２
ペ
ー
ジ
、「
国
民
年
金
の
ご

確
認
」

▼
半
年
前
納
（
現
金
納
付
）

誤　
（
月
払
い
に
比
べ
７
６
０

円
お
得
）

正　
（
月
払
い
に
比
べ
７
９
０

円
お
得
）

②
４
ペ
ー
ジ
、「
新
し
い
指
定
管

理
者
」

▼
委
託
期
間
（
年
度
）

い
ろ
は
松
駐
車
場
な
ど
の
駐

車
場
、
中
地
区
公
民
館
、
稲

枝
地
区
公
民
館
、
子
ど
も
セ

ン
タ
ー
、
ふ
れ
あ
い
の
館

誤　

平
成
28
年
〜
同
32
年

正　

平
成
28
年
〜
同
31
年

▼
介
護
福
祉
課
電
話
番
号

誤　

22-

９
６
６
０
番

正　

23-

９
６
６
０
番

▼
問
い
合
わ
せ
先

誤　

障
害
学
習
課

正　

生
涯
学
習
課

広
報
ひ
こ
ね
が

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

（
ｉ
広
報
紙
）
で
見
ら
れ
ま
す

口市
秘
書
政
策
課

　

毎
月
２
回
発
行
し
て
い
る
「
広

報
ひ
こ
ね
」
を
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
ア
プ
リ
で
配
信
し
ま
す
。

　

イ
ベ
ン
ト
や
市
役
所
か
ら
の
お

知
ら
せ
な
ど
、
気
に
な
る
情
報
を

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
彦
根
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

秘
書
政
策
課

☎
30-

６
１
０
３
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番

区 分
保険料率

平成26・27年度
44,886円
8.73%
57万円

45,242円
8.94%
57万円

平成28・29年度

年間保険料の上限額
所得割率※
被保険者均等割額

４月からの保険料率

※所得割率×（総所得金額等－33万円）＝所得割額
保険料試算ホームページ http://www.shigakouiki.jp/seido/seido_05-03.html


